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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
６

月
13
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
７
件
（
分

割
付
託
２
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

平
成
27
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）
（
報
告
第
８

号
）

　

防
災
行
政
無
線
整
備
事
業
は
、

緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
を
財
源

と
し
た
Ｍ
Ｃ
Ａ
防
災
行
政
無
線
整

備
を
行
っ
た
も
の
で
、
入
札
等
に

よ
り
事
業
費
が
確
定
し
た
こ
と
に

伴
い
、
４
９
０
万
７
千
円
を
減
額

す
る
も
の
で
す
。

問
：
整
備
後
の
使
用
実
績
は
。

答
：
使
用
実
績
は
２
件
で
す
。
４

月
16
日
の
熊
本
地
震
本
震
の
際
、

４
時
に
避
難
所
を
開
設
し
た
旨
を

お
知
ら
せ
し
た
こ
と
と
、
５
月
末

に
の
ぞ
み
が
丘
小
学
校
区
内
で
断

水
が
発
生
し
た
際
、
断
水
の
発
生

と
そ
の
復
旧
の
見
込
み
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

変
革
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
中
、
政
府
が
国
内
の
農
業
を
産

業
と
し
て
強
く
し
て
い
く
政
策
と

し
て
農
業
委
員
会
の
改
革
を
打
ち

出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
公

選
制
の
廃
止
、
市
町
村
長
の
任
命

に
よ
る
少
人
数
か
ら
な
る
委
員
会

に
変
革
す
る
と
あ
り
ま
す
が
、
①

法
律
の
改
正
に
伴
う
対
応
に
つ
い

て
。
②
意
欲
あ
る
担
い
手
の
確

保
・
育
成
、
農
地
利
用
の
最
適
化

に
向
け
た
今
後
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

市
長
―
①
今
回
の
法
改
正
で
は
、

農
地
利
用
の
最
適
化
を
推
進
す
る

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
新

設
さ
れ
ま
し
た
が
、
本
市
は
農
地

利
用
の
最
適
化
に
お
い
て
高
い
レ

ベ
ル
を
保
持
し
て
い
る
た
め
、
推

進
委
員
を
設
置
せ
ず
定
数
は
改
正

前
と
同
程
度
が
望
ま
し
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

環
境
経
済
部
長
―
①
公
選
制
の
廃

止
と
い
う
こ
と
で
は
市
長
が
推
薦
、

あ
る
い
は
公
募
で
委
員
を
募
集
す

る
形
に
な
り
ま
す
。
推
薦
に
当
た

り
ま
し
て
は
地
域
か
ら
の
推
薦
に

よ
り
農
業
委
員
に
任
命
さ
れ
る
こ

と
も
可
能
と
考
え
て
い
ま
す
。
②

農
業
委
員
会
と
農
業
振
興
課
が
連

携
し
て
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
作
成

や
中
間
管
理
機
構
の
活
用
を
図
り
、

優
良
農
地
の
確
保
と
有
効
利
用
、

担
い
手
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
で
本
市
の
農
業
振
興
の
推

進
を
更
に
進
め
て
行
く
も
の
と
考

え
ま
す
。

今
後
の
小
郡
の
イ
メ
ー
ジ

田
代
和
誠
議
員

　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
が

32
年
に
見
直
し
を
迎
え
ま
す
。
検

証
の
前
の
今
か
ら
の
期
間
が
特
に

重
要
で
、
い
か
に
イ
メ
ー
ジ
が
で

き
て
い
る
の
か
が
大
切
だ
と
考
え

ま
す
。
そ
こ
で
西
鉄
電
車
の
駅
周

辺
整
備
、
市
街
化
区
域
な
ど
今
後

の
動
き
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
進

ん
で
い
く
の
か
お
尋
ね
し
ま
す
。

市
長
―
人
口
減
少
、
少
子
・
高
齢

化
社
会
を
踏
ま
え
た
コ
ン
パ
ク
ト

な
ま
ち
づ
く
り
へ
の
転
換
を
図
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
小

郡
駅
東
側
に
つ
い
て
は
、
土
地
利

用
の
検
討
を
図
り
な
が
ら
駅
前
広

場
等
の
交
通
ア
ク
セ
ス
の
改
善
を

検
討
し
ま
す
。
西
鉄
端
間
駅
周
辺

は
小
郡
市
南
部
の
住
宅
集
積
等
に

な
れ
る
よ
う
に
進
め
て
い
き
、
鳥

栖
朝
倉
線
と
久
留
米
小
郡
線
も
今

後
完
成
し
ま
す
の
で
、
交
通
の
利

便
性
も
高
い
駅
前
と
し
て
発
展
を

考
え
て
い
ま
す
。
他
の
駅
に
つ
い

て
も
地
域
住
民
の
生
活
拠
点
と
し

て
駅
前
広
場
等
の
整
備
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
市
街
化
調

整
区
域
で
す
が
、
イ
オ
ン
周
辺
の

原
田
駅
東
福
童
線
沿
線
に
つ
い
て

は
、
集
落
と
農
地
と
の
周
辺
環
境

に
配
慮
し
つ
つ
、
住
民
の
生
活
利

便
施
設
や
道
路
利
用
者
へ
の
沿
道

利
用
施
設
な
ど
計
画
的
な
誘
導
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。
あ
わ
せ
て
小

郡
運
動
公
園
及
び
大
保
地
区
の
既

成
市
街
地
に
つ
い
て
は
、
人
の
に

ぎ
わ
い
を
つ
く
る
拠
点
と
し
て
の

機
能
強
化
を
図
り
、
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
を
検
討
し
ま
す
。
干
潟
地

区
の
工
業
団
地
周
辺
を
初
め
と
す

る
主
要
地
方
道
久
留
米
筑
紫
野
線

沿
線
は
、
筑
後
小
郡
Ｉ
Ｃ
へ
の
ア

ク
セ
ス
道
路
と
い
う
利
便
性
を
生

か
し
、
工
場
流
通
業
務
機
能
を
誘

導
す
る
地
区
と
し
て
集
積
を
図
っ

て
い
き
ま
す
。

常
任
委
員
会

　
　
審
査
報
告

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

請
願
・
陳
情

　

市
政
等
に
つ
い
て
意
見
や
要
望

が
あ
る
場
合
、
ど
な
た
で
も
直
接

市
議
会
に
請
願
・
陳
情
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

議
員
の
紹
介
の
あ
る
も
の
を
請

願
、
紹
介
の
な
い
も
の
を
陳
情
と

い
い
ま
す
。

　

請
願
と
陳
情
に
は
そ
の
取
扱
い

に
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

請　
願

　

定
例
会
で
審
議
し
、
そ
の
内
容

が
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
採
択
し
、
必
要
な
対
応

を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を

請
願
者
に
通
知
し
ま
す
。

陳　
情

　

全
議
員
に
そ
の
写
し
を
配
布
し

ま
す
。

　

請
願
、
陳
情
に
つ
い
て
は
、
随

時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
が
、
各

定
例
会
で
の
審
議
の
都
合
上
、
締

め
切
り
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

請
願
・
陳
情
の
提
出
方
法
、
そ

の
他
ご
不
明
な
点
等
が
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
、
議
会
事
務
局
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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問
：
今
後
弾
力
的
に
使
用
す
る
考

え
は
。

答
：
今
後
は
、
校
区
を
単
位
と
し

た
行
事
、
ま
た
は
緊
急
時
や
全
市

的
な
行
事
、
例
え
ば
選
挙
な
ど
に

つ
い
て
は
活
用
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

公
益
的
法
人
等
へ
の
小
郡
市
職
員

の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
32
号
）

　

本
市
職
員
が
公
益
的
法
人
へ
派

遣
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
職
員
へ

給
与
を
支
給
す
る
に
あ
た
り
、
全

て
の
手
当
を
支
給
対
象
と
す
る
た

め
に
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

問
：
本
件
に
関
連
し
た
派
遣
職
員

は
、
現
在
何
名
い
ま
す
か
。

答
：
現
在
は
社
会
福
祉
協
議
会
へ

１
名
派
遣
し
て
い
ま
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
６

月
14
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
８
件
（
分

割
付
託
２
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
報
告
第

６
号
）

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

小
郡
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た

た
め
、
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

と
軽
減
措
置
の
拡
充
を
行
う
も
の

で
す
。

問
：
条
例
改
正
で
ど
れ
く
ら
い
の

税
収
増
に
な
る
の
か
。
ま
た
ど
の

く
ら
い
の
方
が
軽
減
措
置
の
対
象

に
な
る
の
か
。

答
：
見
直
し
に
よ
る
効
果
額
は
、

３
９
４
万
２
千
円
程
度
の
増
収
で
、

限
度
額
の
対
象
者
は
、
医
療
費
分

に
つ
い
て
は
１
３
５
世
帯
で
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
に
つ
い
て
は

１
１
６
世
帯
で
す
。
ま
た
軽
減
の

拡
充
対
象
世
帯
数
は
36
世
帯
で
す
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
６

月
15
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
６
件
（
分

割
付
託
２
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

平
成
28
年
度
小
郡
市
下
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

（
報
告
第
12
号
）

　

各
種
事
業
費
の
確
定
に
よ
り
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
７
９
５
万
９

千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
24
億
８
５

７
万
７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

問
：
公
営
企
業
会
計
シ
ス
テ
ム
構

築
業
務
委
託
料
が
大
き
く
減
額
に

な
っ
て
い
ま
す
。
事
業
確
定
に
よ

る
減
額
は
理
解
し
ま
す
が
、
内
容

に
つ
い
て
の
詳
細
説
明
を
。

答
：
こ
の
事
業
は
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
委
託
業
務
で
、
発
注
前
に

内
容
の
見
直
し
を
行
い
、
入
札
に

は
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
を
と
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
予
算
残
が
出
た
も

の
で
す
。

★
小
郡
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
報
告
第
７
号
）

　

主
な
も
の
は
、
地
方
税
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特

別
措
置
法
に
規
定
す
る
固
定
資
産

税
の
課
税
基
準
に
つ
い
て
、
割
合

を
定
め
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
（
報
告
第
９
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
７
億
８
０
０
万
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
７
６
億
４
１
６
２
万
７
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
（
保
険
事
業
勘

定
）
補
正
予
算
（
第
５
号
）
（
報

告
第
10
号
）

　

介
護
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金

と
し
て
８
２
５
５
万
７
千
円
を
増

額
す
る
も
の
で
、
そ
の
内
訳
の
主

な
も
の
は
介
護
保
険
料
余
剰
分
が

８
千
万
円
、
繰
越
金
の
残
額
が
約

２
５
０
万
円
な
ど
で
す
。

★
平
成
27
年
度
小
郡
市
工
業
団
地

整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）
（
報
告
第
11
号
）

　

干
潟
第
２
工
業
団
地
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
作
成
に
係
る
入
札
残
と
し

て
、
９
万
１
千
円
を
減
額
す
る
も

の
で
す
。

★
小
郡
市
社
会
教
育
委
員
設
置
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
（
議
案
第
33
号
）

　

現
条
例
で
２
年
と
な
っ
て
い
る

社
会
教
育
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
、

年
度
と
の
整
合
性
を
と
る
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
公
民
館
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
議
案
第
34
号
）

　

現
条
例
で
２
年
と
な
っ
て
い
る

公
民
館
運
営
審
議
会
委
員
の
任
期

に
つ
い
て
、
年
度
と
の
整
合
性
を

と
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
め

る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
文
化
財
保
護
基
金
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
（
議
案
第
35
号
）

　

条
例
名
と
第
１
条
中
に
あ
る
小

郡
市
文
化
財
保
護
基
金
の
文
言
を

小
郡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
基
金
に

改
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
重
度
障
害
者
医
療
費
の

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
36
号
）

　

福
岡
県
で
は
、
本
年
10
月
か
ら

子
ど
も
医
療
の
見
直
し
に
合
わ
せ

て
重
度
障
害
者
医
療
に
つ
い
て
見

直
す
こ
と
が
示
さ
れ
た
た
め
、
県

の
改
正
内
容
に
合
わ
せ
て
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
乳
幼
児
・
子
ど
も
医
療

費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議

案
第
37
号
）

　

10
月
１
日
を
施
行
日
と
す
る
条

例
改
正
を
３
月
議
会
で
承
認
い
た

だ
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

議
案
の
主
な
内
容
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福
岡
県
公
費
医
療
費
支
給
制
度
の

改
正
を
受
け
、
重
度
障
害
者
の
子

ど
も
へ
の
医
療
費
の
負
担
軽
減
を

図
る
た
め
、
小
郡
市
子
ど
も
医
療

費
支
給
制
度
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
文
化
遺
産
保
存
整
備
基

金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案

第
38
号
）

　

昨
年
12
月
に
、
平
田
家
住
宅
を

保
存
す
る
会
か
ら
平
田
家
修
繕
の

た
め
の
寄
付
金
を
市
が
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
基
金
条
例
が
無
く
、

一
般
財
源
に
入
れ
て
い
ま
す
。
寄

付
者
の
意
向
を
尊
重
し
、
適
正
な

管
理
・
運
営
を
行
う
た
め
に
基
金

の
制
定
が
必
要
で
あ
り
、
本
条
例

を
提
案
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
の
承
認
に

つ
い
て
（
議
案
第
39
号
）

　

臨
時
福
祉
給
付
金
事
業
費
は
、

消
費
税
の
引
き
上
げ
に
伴
う
低
所

得
者
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、

課
税
者
の
扶
養
親
族
や
生
活
保
護

受
給
者
等
を
除
く
市
県
民
税
非
課

税
の
方
に
対
し
、
一
人
当
た
り

３
千
円
の
臨
時
福
祉
給
付
金
が
給

付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
40
号
）

　

平
成
30
年
度
県
へ
の
広
域
化
に

向
け
て
、
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
行

う
た
め
に
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料

と
し
て
１
６
２
万
円
増
額
す
る
も

の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案
第

41
号
）

　

公
共
下
水
道
整
備
事
業
費
の
汚

水
通
常
分
の
本
工
事
費
８
千
万
円

の
増
額
、
雨
水
通
常
分
の
本
工
事

費
が
３
６
６
０
万
円
の
減
額
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
汚
水
整
備

と
雨
水
整
備
の
補
助
分
の
予
算
で
、

国
の
予
算
の
割
り
当
て
に
よ
り
増

減
す
る
も
の
で
す
。

★
大
原
小
学
校
校
舎
大
規
模
改
造

工
事
（
第
４
期
）
請
負
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
（
議
案
第
42
号
）

　

本
年
10
月
14
日
を
完
成
期
限
と

し
て
入
札
し
た
結
果
、
落
札
額

２
億
９
２
万
３
２
０
０
円
で
工
事

請
負
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

６月定例会議案審議結果
議案番号 事　　　　件　　　　名 審議結果

報告第６号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（小郡市国民健康保険税条例の一部を改正す
る条例） 承　認

報告第７号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（小郡市税条例等の一部を改正する条例） 承　認

報告第８号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成27年度小郡市一般会計補正予算（第６
号）） 承　認

報告第９号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成28年度小郡市国民健康保険事業特別会
計補正予算（第１号）） 承　認

報告第１０号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成27年度小郡市介護保険事業特別会計
（保険事業勘定）補正予算（第５号）） 承　認

報告第１１号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成27年度小郡市工業団地整備事業特別会
計補正予算（第３号）） 承　認

報告第１２号 専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成27年度小郡市下水道事業特別会計補正
予算（第４号）） 承　認

第３２号 公益的法人等への小郡市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第３３号 小郡市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第３４号 小郡市公民館設置条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第３５号 小郡市文化財保護基金条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第３６号 小郡市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第３７号 小郡市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条
例の制定について 可　決

第３８号 小郡市文化遺産保存整備基金条例の制定について 可　決

第３９号 平成28年度小郡市一般会計補正予算（第１号）の承認について 可　決

第４０号 平成28年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の承認について 可　決

第４１号 平成28年度小郡市下水道事業特別会計補正予算（第１号）の承認について 可　決

第４２号 大原小学校校舎大規模改造工事（第４期）請負契約の締結について 可　決
議員提出議案
第４号 議会広報特別委員会の設置について 可　決
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